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みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 
企業の訓練と人材育成制度づくりに対する助成金である

「キャリア形成促進助成金」が、この4月から「人材開発

支援助成金」と名称変更されました。名称変更に伴い内容

についても再編や変更が行われています。以下新しい助成

金の内容についてご紹介します。 

 

大枠 
新しい人材開発支援助成金は大きく「訓練関連」と「制度

導入関連」に分類されます。「訓練関連」は「訓練時間の

時給」と「訓練経費」を助成し、「制度導入関連」は就業

規則などで人材育成の制度を取り入れる取り組みに対し

て助成するものです。また、それぞれについて取り組みの

結果、生産性が向上した場合は助成額が増額されます。 

 

生産性要件を満たす条件は、助成金の支給申請等を行う直

近の会計年度における「生産性」が、その３年前に比べて

6％以上伸びている必要があります。生産性は次の式によ

り計算します。 

 

 

1. 訓練関連 

訓練関連の助成メニューは、「①訓練効果が高く、労働生

産性の向上に資する訓練(特定訓練)」と、「②その他一般

的な訓練」の2つに分類されます。①特定訓練は、政府が

特に力を入れている分野であるため、助成率が高く設定さ

れています。 

特定訓練の種類 

・ 職業能力開発促進センター等が実施する在職者訓練（高度職業訓

練）等 

・ 採用5年以内で、35歳未満の若年労働者への訓練 

・ 熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練 

・ 海外関連業務に従事する人材育成のための訓練 

・ 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練 

・ 中高年齢新規雇用者等（45歳以上）を対象としたOJT付き訓練 

 

 

支給額 

支給額は下記の表の通りとなります。 

 

 

2. 制度導入関連 

制度導入関連は「キャリア形成支援制度導入コース」と「職

業能力検定制度導入コース」に分かれます。訓練関連が実

際の訓練にかかる費用を助成するものであるのに対し、制

度導入関連は訓練を促進させる仕組みを作る行為に対し

て助成されます。内容と金額は以下の表の通りです。 

 

コース 内容 助成額 

キャリア形成支援制

度導入コース 

・セルフ・キャリアドック制

度  

・教育訓練休暇等制度 
47.5万円 

（60万円※） 
職業能力検定制度導

入コース 

・技能検定合格報奨金制度  

・社内検定制度・業界検定 

※生産性要件を満たした場合の額 

人材開発支援助成金
について 

平成 29年 4月 1日からキャリア形成促進助

成金は人材開発支援助成金へと名前が変更と

なりました。新制度の内容について紹介しま

す。 

支給対象となる訓練 

賃金助成※1 経費助成※2 実施助成※1 

通常 
生産性 

要件○ 
通常 

生産性 

要件○ 
通常 

生産性 

要件○ 

①特定訓

練コース 

Off-JT 
760円 

（380円） 

960円 

(480円) 

45％ 

（30%） 

60％ 

（45%） 
- - 

OJT - - - - 
665円 

（380円） 

840円 

（480円） 

②一般訓

練コース 
Off-JT 380円 480円 30％ 45％ - - 

 ※1時間あたりの額※2訓練時間により上限あり 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 
4月に入社した社員（主に新卒社員など）が精神的に落ち

込んだり虚脱感を感じたりすることを、発生時期になぞら

えて「五月病」と表現することがあります。 

 

それが医学的な病気であるか、気分的な浮き沈みであるか

はともかく、五月病が休職や離職などに繋がらないよう企

業は対策をしなければなりません。以下、五月病に対する

ケアの方法について紹介します。 

 

原因 

五月病の原因は、主に「環境の変化」でしょう。場所や時

間の変化、社会的役割の変化、人間関係の変化、気候の変

化などの類型があり、それらの変化が精神的にストレスを

与えるため五月病が引き起こされると考えられます。 

 

 

つまり、企業が五月病対策をする上でも、これらの環境変

化要因に働きかけることを検討していくことになります。 

 

1. 場所の変化に対するケア 
場所の変化に対するケアの方法としては、例えば「以前の

住環境と大きく変わらない勤務地に配属する」「同郷の社

員同士で交流をさせる」など、環境変化の差を小さくする

ことが効果的でしょう。 

 

2. 時間の変化に対するケア 
時間ケアについては、「新任の期間は意図的に残業時間を

減らす」ケアが検討できます。 

 

先輩社員からは頼りなく見えても、当人は慣れない仕事に

緊張しながら時間を過ごしているため、無理をして残業さ

せると負担が大きくなってしまいます。 

 

また、時間変化に伴って「運動」「食事」「睡眠」などの基

礎活動にも影響が出ます。健全な食事を会社が提供したり、

質の高い睡眠ができるような寝具を補助したり、運動の場

を提供するなどのサポートも効果があるでしょう。 

 

3. 人間関係の変化に対するケア 

人間関係の変化に対するケアとしては、「安心して人間関

係の変化について相談できる環境を作る」ことが大事です。

「年齢の近い先輩とペアを組ませて面談をする」、「同期同

士の交流の場を作る」など、意図的に相談できる機会を作

るとよいでしょう。 

 

面談の際には、面談が人事評価と関係ないことや、本人の

望まないことは他言しないことなどを伝え、安心して相談

できるよう工夫してください。 

 

重要なことは、企業側が新人の環境変化ケアに熱心である

という意思表示をすることです。既存社員の意見を聴きな

がら、自社で過去にどのような環境変化があったかを調査

検討することも、五月病対策をとる上で有益な材料になる

かもしれません。 

 

 

五月病を回避 
するためのケア 

新入社員の定着は組織にとって重要な課題で

す。技術育成と並行して精神面のケアも行う

必要があるでしょう。環境づくりによる精神

面のケアについて紹介します。 
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はじめに 
労働の対償として「現物で」支給されるものがある場合は、

その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定

の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。 

 

特に現物支給されるものが「食事」や「住宅」である場合

は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」（厚生労働省

告示）に定められた額に基づいて通貨に換算します。 

 

この４月から現物給与価額表が変更になりました。金額を

例示するとともに、社会保険料への影響についても解説し

ます。 

 

現物給与価額表について 

現物給与価額表は以下のようなものです。 

※一部抜粋、単位：円 

都道府県名 

食事で支払われる 

報酬等 

住宅で支払われる 

報酬等 

1人1月当たりの 

食事の額 

1人1月当たりの住宅の利益の額 

（畳1畳につき） 

東京 20,100 2,590 

神奈川 20,100 2,070 

千葉 19,500 1,700 

埼玉 19,800 1,750 

大阪 19,500 1,620 

 

今回は「食事で支払われる報酬」について改定が行われま

した。住宅については、変更はありません。 

 

住宅で支払われる報酬の計算 

住宅で支払われる報酬（つまり社宅）については「畳 1

畳」単位で価額が決められていることに注意が必要です。

社宅については場所によって家賃相場が違うため、本社と

支店が別の都道府県にまたがる場合、それぞれの場所ごと

に算定します。 

 

また、価額の計算にあたっては、居間や寝室など居住用の

室を対象とし、玄関、台所、トイレ、浴室、廊下などの居

住用ではない面積は含めません。 

 

社会保険料への影響 

社会保険料の算定をする際には、以下の三つで結果が異な

ります。 

 

① 自分で賃借し、自分で家賃を支払う場合 

② 社宅に住んで住宅費の一部を本人が負担する場合 

③ 社宅に住むことで減った家賃負担相当を給与支給額か

ら減額する場合 

 

 

例：東京で給与総額30万円の社員が10畳ワンルーム（家

賃8万円）に住む場合 

① 自分で賃借し、自分で家賃を支払う場合 

→ 標準報酬月額30万円 

 

② 会社が借りた社宅に居住し、家賃一部負担として1万

円を払う場合 

→ 標準報酬月額32万円(30万円に2,590円×10畳＝

25,900円-自己負担10,000円＝15,900円を合算)  

 

③ 会社が借りた社宅に居住し、家賃一部負担として1万

円を払い、給与を23万円に減額する場合 

→ 標準報酬月額24 万円(23万円に2,590円×10畳＝

25,900円-自己負担10,000円＝15,900円を合算) 

 

この①と③を比較した場合、住宅費用を自分で払っている

か、会社が社宅として払っているかの違いがあるだけで、

実質的な本人の家賃負担は変わりませんが、標準報酬月額

が下がるため、 天引きする社会保険料は月額8,000円以

上の差があります。 

 

現物給与の価額変更に
ついて 

厚生労働大臣が定める社会保険及び労働保険

に係る現物給与の価額について、4月 1日か

らその一部が改正されることになりました。 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

はじめに 
タイトルがとてもキャッチーな本書

は、現役の経営者が幾度となく経験

した危機を経て、株式会社日本レー

ザーを再建した話が書かれています。

ありがちな成功体験談とは一線を画

し、具体的な取り組み方法やノウハウについても詳しく解

説されています。ありえないレベルで人を大切にするとは

どういうことなのでしょうか。 

 

亡くなった社員の子の面倒を見る 
「働く人にとって強くて優しい会社」を紹介するエピソー

ドとして、経営幹部だった中国出身の女性社員がガンによ

り 42歳で早逝された後、今でも 8歳の息子が会社に週一

度来て母親が使っていたデスクで自習をしたり、社員が勉

強を教えたりしているそうです。 

 

その他にも、以下のような事例があります。 

 社員 55 人の社員数に対して年間述べ 50 人が海外出

張・海外視察をしている 

 70歳まで再雇用できる 

 笑顔を能力と捉え最高で月額2万円を支給している 

 

こういう取り組みも「23年間連続黒字」「10年以上離職率

ほぼゼロ」の要因のひとつだといえます。 

 

社員全員が株主 

日本レーザーは親会社から独立した経緯があります。2007

年、MEBO（経営者と社員が一体になって行うM&A）の結

果、社員全員が株主という会社ができ上がりました。 

 

その後、親会社がなくなったため、親会社の利益を優先さ

れることがなくなり、フォーカスする点も市場から人へ変

えることができました。そして何より、「社員=株主」であ

るため、社員の仕事に対する自覚、責任、当事者意識が芽

生えたと筆者は説明しています。 

 

会社が伸びる「たったひとつの方法」 
さまざまな経営に関するノウハウが世の中に溢れています

が、筆者はこのように断言しています。 

 

「『人を大切にする経営』の実践こそ、会社を再建・成長さ

せるたったひとつの方法である」ということです。人を大

切にして、社員のモチベーションを上げない限り、会社を

発展させることはできません。つまり、モチベーションが

9割ではなく、10割なのです！ 

 

「会社は、雇用を守るために存在する」と明言する言葉は

キレイ事ではなく、本気だと容易に想像できます。 

 

どんな理由があっても「赤字は犯罪」 

日本レーザーにとっての利益は「雇用を確保するための手

段」です。雇用を守り社員の自己成長の機会を提供し続け

るために、赤字は犯罪であると意識し、どんな経営環境で

も利益を出す必要があると解説しています。 

 

社長の笑顔 

筆者の信条のひとつに次の言葉があります。 

 

良い報告は笑顔で聞く。トラブルなどの悪い報告は、 

もっと笑顔で聞く 

 

「ありえないレベルで人を大切にする」とは、社員を甘や

かすという意味ではなく、社長が覚悟を決め、本気になる

ことで、その熱量を社員に伝えていくということからはじ

まります。人が育つために自律と成果を求めることこそが

社員を大切にする最短距離だということが腑に落ちる一

冊です。 

 

ありえないレベルで人を大切にし
たら23年連続黒字になった仕組み 

近藤 宣之 著 

 

 

単行本：268ページ 

出 版：ダイヤモンド社 

価 格：1,500円（税抜） 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

労務管理や助成金などのご相談がござい

ましたら、お気軽に当事務所までお問い合

わせください。 

当事務所へのお問い合わせについて
 

今月の月刊 社労士みよた＋Plusはいかがでしたか？ 

来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。 

 

なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

みよた社会保険労務士事務所 

所長 御代田 裕介 

所在地 

〒963-8024 

福島県郡山市朝日一丁目20番11号 

オフィスイン21 305号 

営業時間 平日9:00～18:00 

電話 024‐983‐0735 

FAX 024‐983‐0736 

メール info@office-miyota486.com 

 

 
代表よりあいさつ 
 

新年度が始まって一ヶ月が経過いたしました。 

様々な組織で新しい体制がスタートしたと思いますが、新生活には慣れたでしょうか？ 

 

今年は、数年ぶりに三春滝桜に行ってまいりました。 

普段は花より唐揚げのわたしですが、推定樹齢１，０００年を超えるという桜のたくましさと美しさに圧倒され、 

人生こうありたいものだと思いました。 

 

桜のようにしなやかに。今月もよろしくお願いいたします。 

当事務所からの 

お知らせ 



 

  

みよた社会保険労務士事務所 

以下のチェック項目にお答えいただき、FAXまたはメールにてご返送いただけますと、具体的なフィードバックをいた

します。 

 

チェック項目  

No チェック項目 YES NO 

１ 新卒社員や部署異動をした社員がいる □ □ 

2 環境変化があった社員に対して残業時間を意識的に少なくしている □ □ 

3 住宅について特別のケアをしている □ □ 

4 
Q3でyesの場合、その内容をお書きください 

（                                       ） 
－ － 

5 社員の食生活その他生活習慣について心配している □ □ 

6 
Q5でyesの場合、その内容をお書きください 

（                                       ） 
－ － 

7 社員の運動不足について心配している □ □ 

8 
Q7でyesの場合、その内容をお書きください 

（                                       ） 
－ － 

9 社員のメンタルケアについての取り組みを定期的に行なっている □ □ 

10 社員同士の相性を考えてチーム編成をしている □ □ 

 

FAXのご返送は 024‐983‐0736 まで 
 

 貴社名    ご担当者名   

 ご住所    E-mail   

 TEL    ご要望を 

 お書きください 

  

 FAX   

 

 
五月病対策ケアチェックシート 

2017年版チェックシート 


